
資料の説明と経過 

 

千葉県南房総市の宇山靖政です。 

 

経過： 

南房総市では、平成１６年に風力発電所（以下、風車）建設計画がありました。その時は、青年会のメンバ

ーを中心に住民からの反対署名を集めて、区長、市長に提出し、区や市からも反対の意見を提出してもらいま

した。その結果、企業はその計画を取りやめました。 

 

2020 年 10 月ころに、JRE が、新たに風車を計画し、風速や風向を計る機器を設置したいとの回覧板が回っ

てきました。すぐに企業に電話して、質問状を出すから答えてくれるようにお願いしました。 

 

2020 年１１月に、企業のほうから、会って話を聞きたいとの連絡があり、企業の方２名と地元の人３人で会

って話しました。 

その時は、こんな内容で質問するから、準備してくださいとお願いしました。また、JRE が山形県の説明会

で住民に配布した説明会資料を下さいとお願いしたが、断られました。 

平成１６年は、神奈川に住んでいたのですが、故郷の出来事なので、風車や超低周波音について調べたりし

ました。その時に書いたものが“風車における超低周波音について”、“音響キャビテーション”でした。 

 

2020 年は、地元に住んでいる住民の一人として、この問題を受け止め、対応を考えました。 

地元に住む人間という立場からの様々な質問を書いて、住民説明会の前に回答をもらって、それを印刷配布

した状態で説明会を迎える。ことを目標にしました。 

 

資料を集めて、質問状“風車質問状（印刷回覧）”を書いたのは私ですが、普段は海に潜って漁をしている

友人や、イノシシの有害駆除で一緒に活動している人、郵便局の局長さん、地域の診療所の医師、地域の組長

さん、など、いろいろな人に読んでもらって、地域住民からの質問状として相応しいかどうかを確認しました。 

好意的な反応が多かったので、少し手直しをして“風車質問状（1.28 送付）”を作って、JRE に送りました。

その後、平成１６年に反対運動の中心だった方とも連絡を取って、対応に関して相談しました。 

 

風車建設の手順の中には、住民説明会もあるが、住民が意見書を企業に提出する機会もある。この意見書は

企業が意見に対する見解を書いて公表し、その内容は、県のほうでも、専門家の意見を聞きながら検討すると

いうことなので、検討する専門家に焦点を当てて、意見書“風車意見書”を書き始めました。 

これは、個人の意見なので、なるべく詳しく、正確な計測、解析結果に基づいた記述に心がけました。振動

計、騒音計、ビデオカメラで 150 万円の経費が掛かりました。 

 

意見書の内容は、質問状の内容に、“風車における超低周波音について”、“音響キャビテーション”を追

加し、建物の耐震構造、流体力学、偏微分方程式、超関数論、非線形有限要素法による風車の解析、Wavelet

解析などの内容も追加したものにする予定で書き始めました。不足する知識やソフトウエアの勉強と作製に取

り掛かったのですが、2021 年 8月 2日に、JRE から“南房総市事業検討中止のご報告”とのメールが届きまし

た。中止の回覧板も回ってきました。 

 



南房総市に確認したら、JRE は６月ごろに、住民の合意が取れそうもないと言って、撤退の意向を市の担当

者に伝えていたようです。そのときに「別の業者も風車の計画をしています。区長さんから聞いていません

か？」と市の担当者が言っていました。誰からも何も聞いていなかったので、市の担当者に頼んで、新しい業

者と連絡をとってもらい、新しい業者に対して５つのファイルを送り「住民から改めてこの内容に近い質問状

を出すから、これらの資料を参考にして、早めに考えておいてください。」と伝えておきました。 

市の担当者へは、住民の間で印刷回覧したものを送って、業者が来たら「住民の質問は、こんなのが出てく

るから、事前によく準備して、丁寧に説明するように」と言ってください、とお願いしておきました。 

 

 

ファイルの扱いについて： 

ファイルの中には引用文が多く、著者からの引用の許可を得ていないものも沢山あります。 

ネットで公開すると、著作権法に触れます。また、引用させてもらった著者に対して言い訳ができない状態

になってしまいます。 

ですから、もしこのファイルを使われる場合には、自分たちの地域での印刷回覧や、市の担当者に、「『す

くなくともこのような質問には答えて欲しい』と業者に言ってください」というような使い方をするなど、限

定して扱ってください。くれぐれもネット上に公開することだけはしないようにしてください。 

 

風車の業者に対しては、住民の問題意識に関する資料として、５つのファイル全てを送付して検討してもら

うのが良いと考えます。 

 

 

この５つのファイルを自分（宇山）が作成した際の基本方針： 

 

 

 

⑴ 質問状は、住民の気持ちに合った質問状を書いて、住民の多くが納得してくれるようなものを作り、事

前に住民の間で回覧し、企業にも出し、互いに問題点の検討をする。（この立場で書けば、市の担当者

も扱いやすい。みんなに見てもらって納得してもらってる。） 

⑵地域の人たちに信頼を得ている多くの人に見てもらっておく。（戦える味方を増やしておく） 

⑶企業に雇われ学者がついている場合には、その雇われ学者の意見の問題点を明 確に指摘しておく。 

（これによって学者自身が、雇われ学者の立場を継続すると、学問的な信頼を失って、教授としての立場も

危うくなることに気づく仕掛け） 

⑷意見書はなるべく詳しく、正確に書く。（意見書は県が評価を依頼する大学教授が読むことになるので、

その教授たちがきちんとした評価を出さなければ、自分たちの能力自体が試されると感じさせるため） 

⑸意見書というものは、質問状のように住民全体の意見である必要はない。 

⑹意見書を裁判の訴状としても使えるように書いておく。例えば参考文献を「参考文献」とかかずに、「甲

１号証」と書く等（企業に対して質問状を提出する際に、予め「方法書が出た段階で地方裁判所に提訴します」

と予告しておいた。弁護士を雇うと最低でも 150 万円かかるが、自分で提訴すれば 10 万円で済む） 

 

⑺本来、明確にすべき責任の所在をきちんと質問し、文書での回答を求める。 

（説明会というのは単に企業のアリバイ作りのための会であり、そこで話し合われたことは一切、証拠にな

らない。向こうはひたすら言い訳をして、ごまかして終わる。それをさせないために、事前に質問状を出して



文書での回答を求めておく。市は「住民に対して丁寧に説明をするように」というスタンスだが、「丁寧な」

の中身がない。 

 

しかし、事前に質問状を用意しておくと、市は何が丁寧かということが明確になり「もちろん、これにもき

ちんと文書で答えてくださいね」ということになる）文書で答えなければ、企業は市の「住民に対して丁寧に

説明をするように」という指導にしたがっていないことになる。 

 

もし文書での回答がなければ、意見書に「この業者は市の指導にも全く従わない悪質な業者である。従って

県がこの企業に建設の許可を出すことはあり得ない」と書ける。 

 

こうすると、市としても対応しやすいし、風車業者への対応も厳しくなる。 

 

 

質問状は、考えられる様々な問題や、伊豆などで起きている問題などに関して、 

その責任の所在を明確にすることを要求する内容の質問状になっています。  

 

 

以下の５つのファイルを必要に応じて、前述のような範囲内であればご自由に活用していただいて構いませ

ん。皆様の地域の課題を解決するために、活用していただければ幸いです。 

 

“風車質問状（印刷回覧）” 

“風車質問状（1.28 送付）” 

“風車意見書” 

“風車における超低周波音について” 

“音響キャビテーション” 

 

注意： 

○引用した文書に関する著者への配慮をお願いします。 

 ○私が書いた部分は勝手に使ってください。私への連絡は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 


